
水稲共済加入者のみなさまへ

詳しくは裏⾯もご覧ください
熊本県農業共済組合

収穫前に被害申告をして

いなければ、共済金をお支

払することができません。

ほ場の状態を確認して、

収穫前に被害申告を行って

ください。

乳⽩粒など外⾒で判別
が難しい被害の申告に
ご注意ください!!



本所 ☎0964-25-3200 阿蘇支所 ☎0967-32-0347

熊本市支所 ☎096-329-5211 北部出張所 ☎0967-46-3488

植木出張所 ☎096-273-1913 南部出張所 ☎0967-62-9144

宇城支所 ☎0964-32-3511 上益城支所 ☎096-282-6565

玉名支所 ☎0968-72-4181 山都出張所 ☎0967-72-4222

鹿本支所 ☎0968-43-2357 八代・芦北支所 ☎0965-32-4111

菊池支所 ☎0968-37-3000 芦北出張所 ☎0966-82-5577

球磨支所 ☎0966-45-0531

下球磨出張所 ☎0966-22-5104

天草支所 ☎0969-22-5444

お問い合わせ先

乳⽩粒などの⼤量発⽣と共済の損害評価

乳⽩粒などが、広範囲に、⼤量に発⽣し、規格外⽶が多

発した場合、その量を特例的に共済の減収量に加味した損

害評価を実施できることがあります。

乳⽩粒などが⼤量発⽣する可能性が

・乳⽩粒などは、出穂後⾼温が続く場合などに⼤量発⽣が⼼配

されます。

・当組合からの情報や気象状況などから、乳⽩粒などの⼤量発

⽣が疑われる場合は、稲の外⾒だけで判断せず、登熟状況にご

注意ください。

・登熟不良などの⾼温障害が⾒込まれる場合は、収穫前に被害

申告を⾏ってください。

・なお、被害申告をした場合でも、通常の損害評価と同様、必

ず共済⾦⽀払対象となるわけではありませんので、あらかじめ

ご了承ください。

ある場合の被害申告の注意点


